
電話

（第 1 章）

（第 3 節）

（第　 1

３グループ 55人 ２グループ 36人

6,399人 6,220人 6,220人

参加者アンケート

すくすく広場参加人数　　

児童福祉

　〃 終了予定年度

　手　　　段
(ここから活動
指標を導きま
す）

１　計　画　（プラン）

　国から平成11年12月に少子化対策推進基本方針とその具体的実施計画として、新エンゼルプランが策定さ
れたことにより、保育所の特別保育事業要綱が定められ、保育所の保育施設や育児の専門家としての保育士
を活用して地域全体で子育てを支援する基盤づくりをする。

事務事業開始の
きっかけ（導入当
初の目的等）

　目　　　的
(ここから成果
指標を導きま
す）

対　　象
(誰､又は何を)

事務区分 部長職名■自治事務　　□法定受託事務　 滝本　明

2.00

9,000

18,000

△ 3,432

2.00

9,000

80

△ 3,432

80

15
年
度

市が行った
（行う）事務事
業の具体的
な実施内容
（※補助金等
の場合は団
体等の活動
内容）

施策

　　　意　　図
（何をねらっているの
か｡対象をどのような
状態にしたいのか）

節

　小さい子ども（乳幼児）がいて家庭に引きこもり地域から孤立しているなど、核家族化で育児に
悩んでいる子育て中の保護者

　保育所の持っている子育てに関する知識と設備を活用し、育児相談や親子の触れ合いの場と
親同士の情報交換の場を提供し、地域全体で子育てを捉え、育児不安の解消や子育ての楽し
さ、喜びを感じてもらう。また、子育て情報の提供や子育てサークル活動の支援を行う。

１4
年
度

まで

子育て情報誌・遊びのレシピ・パンフ発行、子育て支援ランド～年１回実施

作成日

安全で安心できるまち

平成１５年７月

児童福祉法４８条の２
特別保育事業の実施について（H12.3.29児発第247号厚生省児童家庭局通知）

根拠法令等
　事務事業開始年度

住田　幸雄
Ｈ１２

整理番号 １７－４ 作成部署 保健福祉部児童家庭課
子育て支援事業（地域子育て支
援センター）

事務事業名 内線８０１

課長職名

②人　数（年間）

　　　平成１５年度事務事業評価調書（継続用）　　　　北広島市

子育て支援の充実

上位施策との関
連（総合計画での
位置付け）

　同上～市立保育園の立場で子育て支援ランド・市町村交流事業等北広島市子育て支援事業
の中心的な役割を果たし、保育園での子育て支援事業のほか、待っている体制でなく、積極的に
働きかける出前講座の実施や、市の健康管理課や福祉課との連携により、効率的な子育て支援
体制を組んでいく。

施策）

章

別紙１

0

２　実　施　（ドゥ）

一般財源

①合　計

△ 3,512△ 28

3,484

（単位：千円）【事業費の推移】

3,512 3,512

指　　　標

活動指標

9,235

市立２園（すずらん・稲穂）及び私立（大曲いちい）で実施。

すくすく広場（遊びのメニューにより親子で一緒に遊び、子育ての楽しさを知る）～年間５コース

みんなの広場（支援センター室の開放、遊びと親同士の交流）～週２回

子育て相談～毎日実施　　　　　　サークル支援（サークルつくりの相談・支援室開放）

直接事業費
その他特財

21,954

18,00018,470

18,08018,080

指　　　標(算式）
１３年度 １４年度

指　　　　　標　　　　　値
１６年度（目標）

計

（事務事業の
活動量や実
績）

みんなの広場参加人数

効率指標

成果指標 参加者数　

（目的の達成
度を測るもの
さし）

（ソフト事業のため成果は目に見えにくい）

参加者満足度

（主要活動単
位当たりコスト）

（総事業費÷年間参加人数）

2,800円5,100円 2,900円

地方債

参加者1人当たりコスト　

子育て相談者数 84人

サークル支援　支援室利用人数

区　　　　分 １４年度（決算）１３年度（決算）

3,5123,512

国支出金

道支出金

120人 120人

5,500人

【事務事業を評価する指標（ものさし）】

③１人当り年間平均人件費

④＝②×③

　総　事　業　費 ①＋④

１５年度（予算） １６年度（予定）

人 　件 　費
（概算）

531人 585人 600人

18,000

2.00

１５年度（目標）

9,000

2.00

18,000

600人

50人 50人

3,583人 5,659人 5,500人

119人

6,220人4,253人

4,253人

2,900円

6,399人 6,220人

第３者評価事業の実施



■適切

□改善の余地あ
り(⇒改善の方
法記入）

目的の妥当性

□見直しの上で継続する

■現状のまま継続する

受益者負担の妥当性

□拡大・重点化する
【１次評価】

※部局で所管するすべての事務事業の中で、この事務事業の位置づけはどの程度ですか

□あまり成果が上がっていない

□成果が上がっていない

□かなり非効率

□統合する(検討含む）

□縮小する(検討含む）

□終了

□廃止・休止する(検討含む）

行財政構造改革推
進本部の総合判定

□拡大・重点化する

　判　　　　定

■Ａ 　　　 □B    　　□C

【２次評価】

□廃止・休止する(検討含む）

□終了

今後の方向性等

　地域に根ざした保育園事業として意義があり、子育て支援の重要な役割を
果たしているため、継続実施が望ましい。今後はさらに子育て支援に関する
市民ニーズの調査等を行ない、市全体の地域子育て支援センターの活用方
法の検討を行なっていく。
　また、将来的に市民子育てボランティアや各保育所と子育て支援センター
間の連絡調整や中心的役割を果たす、保育園に限らない市全体の基幹型
子育て支援センタ-整備の検討が必要）

　1次評価のとおり。

事務事業担当部局
の総合判定

【上記３の評価と改
善を踏まえ、今後の
方向性についての総
合判定と改善方法等
を記入】

今後の方向性や改善方法など

■現状のまま継続する

□縮小する(検討含む）

□見直しの上で継続する

□統合する(検討含む）

　判　　　　定
４　総合判定と今後の方向性

【手法は効率
的ですか。コ
スト節減の方
法はありませ
んか】

■概ね効率的

□十分効率的

【事務事業担当部局内優先度】

□やや非効率

　コストのほとんどが人件費である。た
だし業務内容から経験豊富な保育士
が必要であり、事業全てを保育士が実
践すると負担は大きくなる。

　事業の基盤整備と定着した後は、子育てボ
ランティアの協力や活動の場として提供、保育
士はコーディネーター的役割を果たしコストの
効率化を図る事も含め検討。

　地域の民生児童委員・主任児童委員の協力
による利用促進を図ることを検討。

　保育園の特別保育事業であり、保育
園の施設と保育士を活用する事業の
ため、認可保育園に限られる。また地
域的なものから現在３園で実施し、うち
公立保育園は２園である。

　相談支援等業務なので受益者負担
はなじまない。

　保育所の子育てに関する知識と設備
を活用し、より安心して利用しやすい
環境が提供され、育児相談や親子の
触れ合いや親同士の情報交換の場と
することは妥当。

項　　目 判　定
【妥当性の評価と改善の方法等】

整理番号

判定の説明や課題

■概ね成果が上がっている

１７－４

３　評　価　（チェック）と改善（アクション）

改善の方法
行政関与の妥当性

改善の方法

■該当しない

判定の説明や課題

【意図した成
果は上がって
いますか】

　保育園の施設・保育士活用のため利
用者が増加すると多くの人員を必要と
し、保育園入園児との関係から事業自
体が制約されることから、事業拡大に
は限界がある。

【市が実施すべき事務事
業ですか。市民・企業等
での実施可能性はありま
せんか】

【有効性と効率性の評価と改善の方法】

□十分成果が上がっている

　今後、全てを保育園の活用で実践するので
はなく、子育て支援の本来のセンター的役割
を果たし、市民の子育てボランティアの育成
と、協力を得ながら、地域の中での子育てを
実践していくことが必要。

□適切

■改善の余地あ
り(⇒改善の方
法記入）

　支援センター事業も開始から３年経
過し利用者にも浸透し好評を得ている
が、積極的に利用できない潜在的に支
援を必要としている親子に対しての支
援が課題。

□改善の余地あ
り(⇒改善の方
法記入）

効率性の評価

判　　定

事務事業を取り巻く
社会環境の変化や
今後の予測・他市町
村の動向等

　近年の核家族化や少子化の進行と児童虐待、家庭崩壊等児童をめぐる環境の変化や問題が大きくなり、子ど
もへの接し方が分らない等子育てに自信のない親や家庭の中で孤立している親子が存在している。「地域こ
ぞって子育てを」と子育ての社会化は時代の要請であり、地域で子育てを支えることが今後重要となり地域子育
て支援センターも大きな役割を担っている。継続の必要性と共に、今後市内地域のバランス等を含め、実施保
育園の積極的展開の検討が求められる。

項　　目

■適切

□改善の余地あ
り(⇒改善の方
法記入）

【社会経済情勢や市民
ニーズの変化などから、
設定した対象や意図は妥
当ですか】

手段の妥当性

有効性の評価

【現在の手段は適切です
か。他の手段や委託化な
どの可能性はありません
か】

【受益者負担の適正化の
余地はありませんか】

□適切




